
苫小牧市私立保育所等運営費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、保育所及び認定こども園（以下、「保育所等」という。）に対し補助

金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「保育所」とは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第３５条第４項の認可を受けた保育所をいう。 

 ２ この要綱において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第３条第 1項の認定を

受けた児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所及び第１７条第 1項の認可を受け

た認定こども園をいう。 

  

（補助の対象等） 

第３条 補助の対象となる経費は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第

１９条第１項第２号及び第３号認定子どもの保育に要する次に掲げる経費とする。 

(１) 保育所等に勤務する職員の処遇改善に要する経費 

(２) 保育所等に勤務する職員の休暇等により雇用した代替職員の賃金 

(３) その他市長が認める経費 

２ 補助の額は、予算の範囲内において市長が定める。 

 

（交付申請) 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第 1 号）に事業予

算書（様式第２号）その他市長が必要と認める書類を添えて、市長が別に定める日まで

に提出しなければならない。 

 

（交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに可否を決定し、その結

果を当該申請者に通知するものとする。 

 

（補助内容の変更等） 

第６条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者が、補助申請額を変更しようとする

ときは、補助金変更交付申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 



（変更決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに可否を決定し、その旨

を当該申請者に通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第８条 補助金の交付を受けた者は、別に定める日までに補助金実績報告書（様式第４号）

に事業精算書（様式第５号）、その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条に規定する報告があった場合において、当該書類の審査、必要に応

じて行う現地調査等により、その報告に係る成果が補助金の交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を当該

報告者に通知するものとする。  

 

（補助金の交付の時期等） 

第１０条 補助金は、前条の規定により確定した額を当該報告者が完了した後に交付する

ものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、事業の完了前

において補助金の全部又は一部を交付することができる。 

２ 第５条の規定は、前項ただし書の規定による交付を決定した場合について準用する。 

  

（交付の請求） 

第１１条 当該申請者は、前条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、交付

請求書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、前条第１項ただし書の規定により事業の完了前に補助金の全部又は一

部の交付を受けようとする場合について準用する。 

 

（返還） 

第１２条 市長は、当該申請者が次のいずれかに該当することになった場合は、補助金の

交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。 

(１) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。 

(３) この要綱の規定に従わないとき。 

 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 



   附 則 

 この要綱は、平成１３年７月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年１２月１日から適用する。 

 

 



苫小牧市私立保育所等運営費補助基準 

 

 １ 趣  旨 

苫小牧市私立保育所等運営費補助金交付要綱における、各施設への補助金交付額は次の基

準により算定する 

 

 ２ 区分及び基準 

  （１）当該施設職員の処遇改善に要する経費 

      ア  運営費補助  ～人件費等運営費全般に対する補助～ 

         ・補助額：単価×定員 

         ・単  価：前年度単価＋前年度単価×保育単価アップ率 

         ・保育単価アップ率：「私立保育所の運営に要する費用について」における保育士（福）

１－２９本俸基準額アップ率 

      新規施設の単価は、既存定員の保育単価に占める単価の割合の平均を、 

      新規定員の前年度保育単価に乗じた額とする 

      ただし、直近の定員区分の補助単価と整合性が図られない場合には、直近の定員に

係る保育単価に占める単価の割合を、新規定員の前年度保育単価に乗じた額とする 

 

     イ パート保育士補助  ～パート保育士の人件費に対する補助～ 

         ・補助額：単価（時給）×２時間×年間保育日数×人数 

         ・単  価：北海道最低賃金額 

         ・人  数：６０人定員の保育所に対し１人とし、定員が３０人増えるごとに 

                   １人追加 

          ６０人未満３１人以上の保育所は０．７５人とする 

          ３０人以下の保育所は０．５人とする 

 

      ウ  週休円滑化補助  ～４週８休の円滑な実施に対する補助～ 

         ・補助額：単価（時給）×４時間×回数×人数 

         ・単  価：北海道最低賃金額 

         ・回  数：毎土曜日（５２週）  

         ・人  数：６０人定員の保育所に対し２人とし、定員が３０人増えるごとに 

                   １人追加 

          ６０人未満３１人以上の保育所は１．５人とする 

          ３０人以下の保育所は１人とする 

  

  （２）暖房に要する経費  ～地域暖房を利用する保育所に対する補助～ 

         ・補助額：年間暖房料－国の補助額 

         ・年間暖房料：年間熱使用料及びサブステーション保守管理料 

         ・国の補助額：冷暖房費加算 加算額×定員×６ヶ月 

                     （たいせい保育園、すえひろ保育園） 

 



（３）研修費  ～幼児教育に携わる先生の資質向上のための研修費補助～ 

     ・対象園：幼児教育に係る研究を行う本市内の私立保育所及び保育所型認定こども園   

         ・補助額：１９，０００円／人（私立幼稚園等教育研究補助金と同額）×保育士２ 

名分 

 


